
クローズアップ豊岡

就職や退職をしたときは

　国民年金の手続きを
　お忘れなく　

《問合せ》国保・年金課☎21-9061または各振興局市民福祉課

手
続
き
が
必
要
な
方

�

学
生
か
ら
社
会
人
に
な
る
方

（
就
職
す
る
20
歳
以
上
の
方
）

　
会
社
や
官
公
庁
な
ど
に
就
職
す

る
と
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
か
ら
第
２
号
被
保
険
者
に
変
わ

り
ま
す
。
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

を
持
参
の
上
、
勤
務
先
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
基
礎
年
金
番
号
は
、
公
的
年
金

共
通
の
番
号
で
、
転
職
や
退
職
な

ど
で
加
入
す
る
年
金
制
度
が
移
っ

て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
今
春
、
就

職
す
る
20
歳
以
上
の
方
は
、
勤
務

先
で
の
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
で

き
る
よ
う
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

退
職
す
る
方
、

配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
る
方

　
退
職
や
厚
生
年
金
加
入
の
配
偶

者
の
扶
養
か
ら
外
れ
る
方
な
ど

（
下
表
参
照
）は
、
届
け
出
が
必
要

で
す
。
届
出
先
は
、
国
保
・
年
金

課
ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

で
す
。

産
前
産
後
期
間
の

�

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の

産
前
産
後
の
国
民
年
金
保
険
料
が

４
カ
月（
最
大
６
カ
月
）免
除
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
手
続
き
が
必
要

で
す
。

▼
対
象
者

　
「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」

で
出
産
日
が
２
０
１
９
年
２
月
１

日
以
降
の
方

▼
届
出
時
期

　
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

可
能（
出
産
後
も
届
出
可
能
）

※�

出
産
前
の
届
け
出
は
母
子
健
康

手
帳
が
必
要

▼
免
除
期
間

　

�

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月

間
の
保
険
料
を
免
除

※�

多
胎
妊
娠
の
場
合
、
出
産
予
定

日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の

保
険
料
を
免
除

▼
そ
の
他

　

�

産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら

れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付

し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

※�

８
ペ
ー
ジ「
産
前
産
後
期
間
の

国
民
健
康
保
険
税
を
減
額
し
ま

す
」も
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
時
間（
通
常
）

　

�

平
日（
月
曜
日
〜
金
曜
日
）午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
時
間
延
長

　

�

週
初
の
開
所
日
の
午
後
５
時
15

分
〜
７
時

▼
週
末
相
談

　

�

第
２
土
曜
日
の
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
４
時

▼
持
参
物

　

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
の
分
か
る
も
の
、
本
人

確
認
で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な

ど
）、
双
方
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
そ
の
他

　

�

代
理
者
の
と
き
は
、
対
象
者
の

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
の
ほ
か
、
委
任

状
と
代
理
者
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

《�

問
合
せ
》
豊
岡
年
金

事
務
所
☎
22
－
０
９�

４
８ 豊

岡
年
金
事
務
所
か
ら

窓
口
相
談
の
お
知
ら
せ

《退職などに伴う届け出が必要な例》
届け出が必要なとき 年金の種別 届け出に必要なもの

退職したとき（20歳以上60歳未満の厚生年金・共済年金
加入者）

第２号被保険者
↓

第１号被保険者
〇�年金手帳、基礎年金
番号通知書など基礎
年金番号の分かる書
類

〇�資格喪失証明書等（被
用者年金制度の資格
喪失日を証明できる
もの）

配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年
金をやめたとき、または65歳に到達したとき 第３号被保険者

↓
第１号被保険者厚生年金・共済年金加入者の被扶養配偶者本人の見込み

年収額が130万円以上になるとき
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水道管の凍結に注意

下水汚泥肥料を希望者に無償でお渡しします

　気温が氷点下になると、水道管の水が凍って出なくなったり、水道管が破裂す
ることがあります。天気予報などに注意して、凍結を防ぎましょう。

■水道課　　☎22-5377��FAX24-2985
■下水道課　☎22-1801��FAX22-1803

■水道お客さまセンター
　☎22-5378��FAX22-5466
　水道メーターの検針、水道の開栓・閉栓、
　上下水道料金の請求・徴収

��凍結の恐れがある時は
◆�破裂時にバルブを閉められるよう、水道メ
ーターの位置を確認しておく
◆むき出しの水道管に保温材を巻く
◆�蛇口から水を少しずつ出しっぱな
　しにしておく（200〜500CC/分
　程度）

��水道管が破裂してしまったら
◆豊岡市指定給水装置工事店に修理を依頼してください。
　工事店は市ホームページに掲載しています（豊岡市ホームページ→上水道→豊岡市指定
　給水装置工事事業者一覧表）

��凍結してしまったら
◆�蛇口を開けてタオルなどをかぶせ、その上
からゆっくりとぬるま湯（50度程度）をかけ
て溶かす

氷点下４度
以下は要注意

　資源循環型社会の構築のため、下水処理で生
じた汚泥を肥料として利用する取組みが各地で
行われています。本市でも、
乾燥させた汚泥肥料を希望者
に無償で配布しています。
【申込方法】
①�豊岡市浄化センター（☎24-1088、一日市
1419）に連絡してください。　
②�希望する袋数（１袋当たり８kg）と受取時期
を伝えてください。
③�豊岡市浄化センターが案内した日時に、当セ
ンターで下水汚泥肥料を受け取ってくださ
い。
※受取時間は午後１時〜午後４時30分
※販売目的での利用不可

【利用者の声】
「汚泥肥料の利活用が進めばいいな」
「土に優しいので今後も定期的に利用したい」

【成分表】
窒素3.6％、リン酸3.2％、カリウム0.1％、炭
素窒素比5.0
※2022年度に４回測定した平均数値
※�この肥料は21年3月24日付で農林水産省へ
混合汚泥肥料として登録しています。

《豊岡市浄化センターの場所》

玄武洞スポーツ公園

瀧公民館

森津公民館

円
山
川

奈
佐
川

豊岡市浄化センター

178

3

山陰本線

至城崎

一
日
市

熱湯はダメ
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